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CCUS（建設キャリアアップシステム）とは
・「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積し、技能・

経験が客観的に評価され、技能者の適切な処遇につなげる仕組み

・活用により、①若い世代がキャリアパスの見通しをもてる、②技能・経験に応じて処遇を改善する、
③技能者を雇用し育成する企業が伸びていける
※キャリアパス：企業内で社員が目標とするポストや職務に就くために必要な業務経験やルートといった道筋
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山口県CCUS活用工事実施要領
●対象工事
・全ての工事（工場製作のみの工事を除く）
※下請けの無い、元請だけの工事も要領の対象になる

●適用基準日
・令和6年12月1日以降、入札公告又は指名通知する工事に適用する。
※上記以前の工事については、受注者の判断により、新旧どちらの要領も適用できることとする。
ただし、新要領を適用する場合は、計測日について下記を条件とする。
【令和6年12月1日以降も工期が約6ヶ月以上ある場合】
・新しい要領に定める方法で計測日を設定すること。※計測日3回以上
【令和6年12月1日以降に工期が約6ヶ月未満の場合】
・残工期の日数に関係なく、一律2回計測日を設ける

●発注方式
・受注者希望型

●費用負担
・CCUS活用に関する費用（カードリーダー等購入・設置費、現場利用料等）は受注者負担
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山口県CCUS活用工事実施要領
●計測日の設定
・計測日は、受発注者の協議により適宜設定することとするが、工事着手日から概ね工期の中間を初
回とし、以降概ね3ヶ月に1回の頻度で設定することを基本とする。ただし、初回の計測から3ヶ月未
満で工事が完了する場合は、工事完成前に計測日を1回設けることとする。
【着手～完成：6ヶ月以上】計測日3回以上
【着手～完成：6ヶ月未満】計測日2回以上

●成績評点での加点
・工事成績評点要領の対象工事の場合、全ての基準（施工体制登録技能者率等）の達成が確認された
場合は、創意工夫にて1点加点。
※受注者の都合によりCCUSを活用しない場合、または活用を希望したが基準を達成できなかった場
合であっても、減点は行わない。

【着手～完成：6ヶ月以上の場合】

工事着手日

契約 完成

初回計測日 第2回計測日 第3回計測日

【着手～完成：6ヶ月未満の場合】

工事着手日

契約 完成

初回計測日 工事完了前に計測日を設定

概ね中間点

概ね中間点

概ね3ヶ月に1回を計測日に設定

3ヶ月未満の場合
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• 実施内容と実施時期
実施内容 達成基準 確認(提出・提示)書類 確認資料（提出・提示）

① 施工体制技
能者登録(施
工体制登録技能
者率の算定)

（計測日の平均値）

【土木系工事】
施工体制登録技能者率
60％以上

【営繕系工事】
施工体制登録技能者率
30％以上

施工体制登録技能者率（％）
＝*1施工体制登録技能者数

/*2技能者数

・【提示】計測日作業者リスト
（A）
・【提出】総括表（計測日毎の結
果をプロットしていく）（B）
・【提示】CCUS施工体制登録技
能者一覧（C）
・【提示】作業員名簿（D）
・【提示】①工事安全日誌等or②
KY実施活動表

② 就業履歴情
報登録

（全工事期間）

カードリーダー等を設置し、就業履歴情
報の蓄積環境をカードリーダー設置（概
ね工事着手日）から工事完成までの期
間（以下「全工事期間」という）維持し
たことを確認。

・就業履歴月別カレンダー
（全工事期間の各月分）

・【提示】就業履歴月別カレンダー
（E）

*1「CCUS施工体制登録技能者一覧（C）」に計
測日に作業した技能者をハイライト
*2「作業員名簿（D）」に計測日に作業した技能
者をハイライト、
・根拠資料︓工事安全日誌等、KY実施活動表等

完成着工

②「就業履歴月別カレンダー」
を毎月確認（元請）

提示は計測日毎に当該月ま
での履歴を提示

計測日の設定 初 2 3

①複数の計測日で計測
・6ヶ月以上は3回以上の計測
・6ヶ月未満は最低2回の計測

概ね中間点 以降3か月ごと
【着手～完成:6ヶ月以上の場合】

※計測日の設定は、出来る限り下請企業等の入場者が多い日を設定すること。

実施内容及び達成基準等
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① 前日の工事打合せ結果から 「計測日作業者リスト(A)」の作成

② CCUS登録事業者の「 施工体制登録技能者一覧(C) 」の帳票出力

③ 「施工体制登録技能者一覧(C) 」に当日作業者をハイライトして集計

④ 「作業員名簿(D) 」の出力、当日作業者をハイライト、CCUS未登録者が作業した場合

はエクセル上で追記して集計

⑤ CCUS未登録事業者は既提出の作業員名簿をコピー、当日作業者をハイライト、不足者は

追記して集計

⑥ 「計測日総括表(B) 」に上記集計結果を入力

⑦ 計測日に作業した事業者・技能者を証明する根拠資料を準備

⑧ 「就業履歴月別カレンダー(E) 」は計測日翌日に出力

実施内容確認資料作成手順
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事業者・技能者IDはゼロから始まる
ものもあるので、
セルの書式設定で、「ユーザー定義」
から、「00000000000000」と設
定する

 前日の打合せ等から計測日に作業した事業者・技能者をリストアップする※任意様式

技能者ID未登録者は、施工体制登
録技能者一覧に無いので、CCUSか
ら作業員名簿を出力後、追記が必
要

警備会社は計測対象外なので、赤
斜線を引いて集計から除外する

事業者ID未登録の場合は、施工体
制技能者登録は出来ないので、既
提出済み作業員名簿を出力

①「計測日作業者リスト（A）」の作成
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• ログインメニュー：510_閲覧-50_施工体制登録 から現場を指定（部分入力して検索）

②-1「施工体制登録技能者一覧（C）の出力手順
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• 下部にヒットした現場から対象現場を「選択」して
• 「施工体制登録事業者」をクリック

②-2「施工体制登録技能者一覧（C）」の出力手順
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• 「施工体制登録事業者一覧」で表示される事業者ごとにIDをクリックすると、

12345678901234

②-3「施工体制登録技能者一覧（C）」の出力手順
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• 当該事業者の「施工体制登録技能者一覧」が表示されるので、

• 左下の「帳票出力」ボタンをクリック ⇒ エクセル帳票の出力を行います。と出たら「はい」をクリック

②-4「施工体制登録技能者一覧（C）」の出力手順
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• メニュー：910_ダウンロード/10_帳票ダウンロード

• 「ダウンロード」をクリックるすると、PCのダウンロードフォルダにエクセル帳票がダウンロードされる

! 登録者数が多い場合は、帳票化に
時間がかかるので、少し時間をおい
て「ステータス更新」を押す

②-5「施工体制登録技能者一覧（C）」の出力手順
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③ 「施工体制登録技能者一覧(C) 」に当日作業者をハイライトして集計

計測日に作業した技能者にハイ
ライトする

計測日に作業した
施工体制登録技能者︓3
名

③「施工体制登録技能者一覧（C）」
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• ①で行った、ログインメニュー：510_閲覧-50_施工体制登録 から 「施工体制登録事
業者一覧」を表示し、現場IDと出力する事業者のIDをメモ帳にコピー

12345678901271

1234567890123412345678901271

12345678901222
12345678901222

④-1「作業員名簿（D）」の出力手順
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• ログインメニュー：540_安全書類-70作業員名簿 から 現場ID、事業者IDをコピペし
て「検索」

12345678901222

12345678901271

④-2「作業員名簿（D）」の出力手順
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• 当該事業者がヒットしたら「帳票出力」をクリック
• ⇒以降は910_ダウンロード 10_帳票ダウンロード から帳票出力手順に同じ

12345678901271

12345678901222

12345678901222

④-3「作業員名簿（D）」の出力手順

16



④ 作業員名簿(D)に当日作業者をハイライトし集計

CCUS未登録者が計測日に作業した場合は、作業員名簿に追記する

計測日に作業した技能者に
ハイライトする

計測日に作業した技能者︓
5名

CCUS未登録者が計測日に作業した場合は、作業員名簿に追記する

④-4「作業員名簿（D）」の出力手順
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計測日に作業した技能者が不足していた場合は名簿に追記する

計測日に作業した技能者に
ハイライトする

 CCUS未登録事業者については、既に発注者に提出した作業員名簿を用いて計測日に作業した技能者をハイライトし集計。
 計測日に作業した技能者が名簿に無い場合は追記する。

計測日に作業した技能者︓
5名

計測日に作業した技能者に
ハイライトする

⑤CCUS未登録事業者の作業員名簿（D）
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C
の
集
計

D
の
集
計

●下請と契約後速やかに
追記していく

●計測日ごとに記入していくことで過
去の履歴が確認できる

CCUS未登録
事業者

⑥「計測日総括表（B）」に上記集計結果を入力
・様式は、技術管理課HPに掲載（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/194292.html）
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⑦ 根拠資料︓計測日に作業した事業者・技能者を証明する帳票類

●根拠資料A: 工事安全日誌
等計測日作業あり事業者を証

明する

●根拠資料B:KY実施活動表
計測日の作業者数を証明する

（作業あり事業者分）

●根拠資料は日常現場で使用している帳票を活用

協力会社名︓
予定人員→実績人員

• 当日の作業内容
• それを施工する下
請事業者

• 予定⇒実施欄に人
員まで記載がある
事業者は入場した
という証明となる

協力会社ごと︓
KY活動に参加した
技能者のサイン
→出面証明

• KY活動を行う事業者・チー
ム単位ごとのシートを集計
することで、当日入場した
技能者数がわかる。
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• ログインメニュー：510_閲覧-60_自社に関する現場・就業履歴 から現場を指定（部分
入力して検索）

⑧-1「就業履歴月別カレンダー（E）」の出力手順
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• 下部にヒットした現場から対象現場にチェックを入れ、
• 「就業履歴（月別カレンダー）」をクリック

⑧-2「就業履歴月別カレンダー（E）」の出力手順
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・右上「デフォルト」から所属事業者名を選んでソートし、
・左下「帳票出力」をクリック ⇒以下既帳票と同様にダウンロード

⑧-3「就業履歴月別カレンダー（E）」の出力手順
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• 就業履歴一覧（月別カレンダー）

⑧-4「就業履歴月別カレンダー（E）」の出力手順
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就業内容職種

所属事業者ID・
事業者名

が表示されない

職種・立場が
表示されない

1. 毎月開催する災害防止協議会前に、当該月の
就業履歴月別カレンダーを確認する

2. 右上「デフォルト」を「就業内容・職種」としてソート
3. 職種が表示されない技能者が上部に表示される
4. 当該技能者の所属を確認し
5. 災害防止協議会で当該事業者に指導

当該技能者の所属事業者に対して
施工体制技能者登録状況を確認し、

不備があれば是正するよう指導‼ API連携システムを使用している場合、
所属事業者名が表示されていても、職種立場が表示されない場合があるので注意

 適正な運用の確認は月に1度で良いので就業履歴を確認する
 毎月の災防協に併せて確認することでルーティーン化が図れる

技能者名は表示されている
ので、現場管理者にて所属
事業者を確認する

元請が毎月実施する項目︓就業履歴の確認
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活用の流れ

契約後

• 受注者は、カードリーダー等の設置場所、設置期間、計測日を打合
せ簿に記載し発注者に提出
• 計測日は工期に応じて、適切に設定すること

施工中

• 現場で活用＆計測日ごとに実施内容が分かる資料を監督職員に提示
• 災害防止協議会等において、下請企業等にCCUSの適正な運用と意
識啓発を図る

完成時

• 受注者は工事完成時にすべての基準の達成状況が確認できる資料を
提出（計測日総括表）・提示（就業履歴月別カレンダー）
• 発注者は達成状況を確認し、工事成績評定で加点
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よくある問合せ①

●実作業は1ヶ月もないが、CCUSを活用できるか
→ぜひ活用してください。計測日の設定については、着手日～
完成：6ヶ月未満の場合で適宜設定してください。

●計測日については、概ね中間を初回、以降概ね3ヶ月に1回と
あるが、正確に設定する必要があるか
→あくまで概ねですので、工程に応じて柔軟に設定してください。
※要領に記載してある設定方法で決まる回数より少ない計測日には
しないこと

●カードリーダー等を購入する必要があるのか
→必ずしも購入する必要はありません。リースでも問題ありま
せん。 27



よくある問合せ②

●システムに計測日の登録は必要か
→発注者支援機能は利用しませんので、システムに計測日の登録は
必要ありません。

●下請のない工事でも活用していいのか
→下請けのない、元請工事のみでも、活用可能です。

●計測日は、多く設定してもいいのか
→多く設定するのは、何も問題ありません。
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